
（平成２２年１０月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 2809 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間④については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準

報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額と認められることから、当該期間

における標準報酬月額を 26万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間①及び③については、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び③に係る上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 27年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年 10 月１日から５年７月１日まで 

② 平成５年７月１日から同年９月１日まで 

③ 平成５年９月１日から同年 10月１日まで 

④ 平成５年 10月１日から６年３月 28日まで 

⑤ 平成６年３月 28日から同年４月１日まで 

⑥ 平成６年４月１日から７年１月１日まで 

⑦ 平成７年１月１日から同年 11月１日まで 

⑧ 平成７年 11月１日から８年７月１日まで 

私がＡ社、並びに同社の関連事業所であるＢ社及びＣ社に勤務していた

申立期間の標準報酬月額は、実際に給与から控除されていた厚生年金保険

料に見合う標準報酬月額より低い額で記録されているので、申立期間に係

る標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が、Ａ社に勤務していた申立期間④の平成５年 10 月１日から６年

３月 28 日までの期間については、オンライン記録において、当初、当該期



  

間に係る標準報酬月額が、申立人が主張する 26 万円と記録されていたとこ

ろ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成６年４

月 20 日）後の７年 11 月９日付けで９万 2,000 円に訂正されていることが

確認できる。 

一方、申立人が所持する申立期間④の給与明細書から、申立人は 26 万円

の標準報酬月額に相当する保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる上、申立事業所に係る滞納処分票により申立事業所が当

該期間に係る厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる。 

また、申立事業所に係るオンライン記録において、平成５年 10 月１日時

点において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる被保険者 22 人すべて

の標準報酬月額は、申立事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった日（平成６年４月 20 日）から１年６か月経過後の７年 11 月９日に

当初の標準報酬月額の記録が取り消され、いずれも申立人と同様に標準報

酬月額がさかのぼって９万 2,000円に減額されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのようにさか

のぼって記録訂正を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間④に係る

標準報酬月額については、有効な記録訂正があったとは認められず、当該

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26 万

円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立人は、申立期間④のほか、申立期間①から③、及び⑤から⑧までの期

間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、平成４年 10 月１日から５年７月１日までの期間（申立期間

①）及び同年９月１日から同年 10 月１日までの期間（申立期間③）に係る

標準報酬月額については、申立人が所持する平成４年 10 月分から５年６月

分までの期間及び同年９月分の給与明細書において確認できる給与支給総

額及び厚生年金保険料の控除額から判断すると、当該期間の標準報酬月額

は 24万円とすることが妥当である。 

なお､事業主が申立人の申立期間①及び③に係る厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は、｢当時の関連資料が保管さ

れておらず不明である。｣と回答しており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



  

また、当該期間に係る政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消

滅する前に、事業主が申立てどおりの標準報酬月額に見合う報酬月額に係

る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情が無いことから行ったとは認められない。 

一方、平成５年７月１日から同年９月１日までの期間（申立期間②）及

び６年３月 28 日から８年７月１日までの期間（申立期間⑤から⑧までの期

間）については、当該期間に係る給与明細書において確認できる報酬月額

又は厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録上

の標準報酬月額を超えていないことから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準賞与額の記録を９万 7,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年 12月 20日 

平成 16 年 12 月 20 日にＡ社から支給された賞与額は、「ねんきん定期

便」の記録では１万円となっていたが、同社から送付された賃金台帳で確

認したところ、10万円であった。 

当該賃金台帳により、賞与支給額が 10 万円であることが確認できるので、

申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に支給された賞与について、標準賞与額の相違につい

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社が提出した平成 16 年度賃金台帳により、申立人は、平成

16 年 12 月 20 日に賞与額 10 万円を支給され、当該賞与から厚生年金保険料と

して 6,790円（標準賞与額９万 7,000円に相当）が控除されていることが確認

できることから、申立期間の標準賞与額を９万 7,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



  

ては、健康保険厚生年金保険賞与支払届に申立人の賞与支給額が「10 千円」

と記載されており、当該賞与支給額に見合う標準賞与額は、オンライン記録の

標準賞与額と一致していることが確認できることから、事業主は誤ってオンラ

イン記録どおりの標準賞与額に見合う賞与支給額を社会保険事務所（当時）に

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2811 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年８月 28日から 63年４月４日まで 

Ａ県Ｂ町（現在は、Ａ県Ｃ市）立Ｄ小学校において教諭の代替要員として

勤務していた申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

私が所持しているＡ県教育委員会から交付された辞令から、申立期間にお

いて、同小学校に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 62年８月 28日から 63年３月 26日までの期間につ

いては、申立人が所持するＡ県教育委員会交付の 62 年８月 28 日付け（昭

和 62 年８月 28 日から同年 10 月 31 日までの任用期間）、同年 11 月１日付

け（昭和 62 年 11 月１日から同年 12 月３日までの任用期間）及び同年 12

月４日付け（昭和 62 年 12 月４日から 63 年３月 26 日までの任用期間）の

各辞令、並びにＡ県教育庁Ｅ事務所が保管する申立人に係る人事異動通知

書及び履歴書から判断すると、申立人は、当該期間において３度にわたり

Ａ県教育委員会に臨時的任用職員として採用され、Ａ県Ｂ町立Ｄ小学校に

継続して勤務していたことが認められる。 

 しかしながら、前述のＥ事務所では、「Ａ県教育庁の『臨時的任用職員等

の社会保険制度適用実施要綱』によれば、Ａ県教育委員会の所管に属する学

校、又は市町村立学校に勤務する県費負担の臨時的任用職員や期限付任用職

員等は、昭和 63 年４月１日から厚生年金保険及び健康保険に加入すること

とされている。申立人は、同日以降に任用された時から厚生年金保険等に加

入しているはずであり、申立期間については給与から厚生年金保険料の控除

は行われていないはずである。」と回答している。 



  

また、申立人が所持する昭和 62 年分給与所得の源泉徴収票（本人交付

用）及び前述のＥ事務所が保管する申立人に係る 63 年分給与所得の源泉徴

収票に記載されている社会保険料等の金額から判断すると、申立期間にお

いて申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことはうかがえな

い。 

 

２ 申立期間のうち、前述のＡ県教育委員会が前述の昭和 63年３月 27日から

同年４月４日までの期間において３度にわたって交付した辞令及び同年４

月４日付け（昭和 63 年４月４日から同年７月 20 日までの任用期間）で交

付した辞令並びに人事異動通知書などにより、申立人は、同年３月 26 日付

けで任用期間が満了し、同年４月４日付けで再度採用されていることが確

認できることから判断すると、申立人が当該期間において申立事業所に勤

務していたとは認められない。 

 

３ オンライン記録によれば、申立人は、昭和 62 年４月から 63 年３月まで

の期間は国民年金の第３号被保険者であり、申立人は、申立期間を含め当該

期間については申立人の夫の被扶養配偶者であったことが推認される。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2812 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月１日から同年 11月１日まで 

    私は、昭和 60 年４月１日から 61 年５月 31 日までの期間において、Ａ社

に勤務していたが、勤務期間の前半に当たる申立期間に係る厚生年金保険

の被保険者記録が確認できない。 

申立期間においても勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及びＡ社の回答から判断すると、申立人は、申立期

間において申立事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格

取得届によれば、申立人は、昭和 60年 11月１日に厚生年金保険被保険者の資

格を取得した旨届け出ている（昭和 60年 11月 14日付けの社会保険事務所(当

時)の受領印あり）ことが確認でき、当該記録は、申立事業所に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の記録及びオンライン記録と一致している。 

また、前述の被保険者名簿により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる同僚は、「試用期間が半年から１年間あった。当時の従業員は、

それぞれ社長と話し合って試用期間が決められていたと思う。」と供述してい

る上、申立事業所の現在の事業主は、「当時の事業主であった私の父が従業員

と話し合って厚生年金保険の加入時期を決めていたと思う。」と回答している

ことから判断すると、当時、申立事業所では、従業員について必ずしも入社と

同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、前記の事業主は、「当時の事業主であった私の父は既に死亡し、

当時の関連資料は保管されておらず、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保



  

険料の控除については分からない。」と回答している上、申立期間当時、社会

保険事務を担当していたとして申立人が名前を挙げた同僚からは供述が得られ

ず、ほかの同僚からも、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況等

に関する具体的な供述は得られないことから、申立人の申立期間における厚生

年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料

及び供述を得ることができない。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2813 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月から 62年７月 26日まで 

    Ａ社において勤務していた期間のうち、昭和 62 年７月 26 日から同年 11

月 15 日までの期間は厚生年金保険の被保険者記録は確認できるものの、そ

れ以前に勤務していた申立期間の被保険者記録が確認できない。 

申立期間に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を挙げた同僚及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述から判

断すると、期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、前述の複数の同僚のうち、一人は、「会社では、従業員が

入社しても厚生年金保険の加入はしばらく見合わせており、すぐに加入手続を

行っていなかった。」、他の一人は、「従業員の中には厚生年金保険に加入し

ない者もいた。」と供述しているところ、一人の同僚は、「私は昭和 50 年代

後半からＡ社に勤務し、社会保険事務を担当していた。」と供述しているもの

の、前述の被保険者名簿により、当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得

日は昭和 60年 12月１日となっていることが確認できることなどから判断する

と、当時、申立事業所では、従業員について必ずしも入社と同時に厚生年金保

険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、雇用保険の被保険者記録及び申立事業所から社会保険事務を受託し

ていた社会保険労務士事務所が保管する事業所別事務処理台帳によれば、申立

人は、昭和 62年７月 26日に申立事業所に係る厚生年金保険及び雇用保険の被



  

保険者資格を取得し、同年 11月 15日に同被保険者資格を喪失（雇用保険の離

職日の記録は昭和 62 年 11 月 14 日）していることが確認でき、当該記録は、

前述の被保険者名簿の記録及びオンライン記録と符合する。 

さらに、オンライン記録によれば、申立事業所は、既に厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなっている上、当時の事業主は死亡し、前述の複数の同

僚からも申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について供述を得る

ことができないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況

及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ること

ができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2814 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間②について、船員保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和６年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年５月５日から同年６月 20日まで  

② 昭和 38年５月５日から 39年６月１日まで 

    申立期間①について、船員手帳に記載されている、Ａ社（現在は、Ｂ社）

所有のＣ丸に機関長として雇入れされた日と船員保険被保険者資格の取得

日が相違しているので、申立期間①を船員保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

       また、申立期間②について、上記の船舶に乗り組んでいた期間の標準報酬

月額が、申立事業所に勤務した前後の事業所における標準報酬月額の記録

と比較して低すぎる。船員手帳にも給与（本給）を変更する記載があり、

実際の標準報酬月額は社会保険事務所（当時）の記録より高いことは間違

いなく、少なくとも「４万円」はあったはずであるので、申立期間②にお

ける標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人が所持する船員手帳（写）から判断すると、

申立人が申立期間①においてＡ社が所有するＣ丸に雇入れされていたことは

認められる。 

    しかしながら、申立人は、「入社当時は臨時職員であった。」と申し立て

ており、前述の船員手帳によれば、雇入期間欄には、「一ケ月」と記載され、

雇用契約の更新又は変更欄には、「従来雇入期間１か月のところ昭和 38 年

６月８日、於Ｄ雇入期間を不定と更新す」と記載されていることが確認でき



  

ることから判断すると、申立人は、当初、申立事業所に雇用期間を１か月間

とする臨時職員として採用されたことがうかがわれる上、申立事業所に係る

船員保険被保険者名簿により船員保険の被保険者記録が確認できる複数の同

僚のうち、申立人と同時期にＣ丸に乗り組んでいたとする同僚３人について

各人が所持する船員手帳の雇入日を聴取したところ、同手帳の雇入日より約

１か月から３か月後に、船員保険被保険者の資格を取得していることが上記

被保険者名簿により確認できることから判断すると、当時、申立事業所では、

船員について必ずしも雇入れと同時に船員保険に加入させていたとは限らな

い事情がうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿では、申立人の船員保険被保険者資格の取得

日は昭和 38 年６月 20 日となっており、当該記録はオンライン記録と一致

している。 

さらに、Ｂ社は、「当時の事業主は死亡している上、申立人に係る関連

資料等は保管しておらず、申立内容を確認できない。」と回答している上、

前述の複数の同僚からも、申立人の申立期間における船員保険料の控除に

ついて供述を得ることができないことから、申立人の申立期間①における

船員保険の加入状況及び船員保険料の控除等について確認できる関連資料

及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立人の申立期間①における船員保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、申立人は、申立期間②の標準報酬月額が、申立

事業所に勤務した前後の事業所における標準報酬月額の記録と比較して低す

ぎ、船員手帳にも給与（本給）を変更する記載があるので、標準報酬月額の

記録を訂正してほしい旨申し立てているところ、申立人が所持する船員手帳

（写）の雇用契約の更新又は変更欄には、「従来本給 21,000 円のところ昭

和 38 年 12 月１日依り本給 31,000 円に変更す」と記載されていることから

判断すると、申立人は昭和 38年 12月１日付けで給与（本給）が増額されて

いることがうかがえる。 

  しかしながら、Ｂ社は、「現在、当社では、年１度の定期昇給月にしか

標準報酬月額の改定の届出を行わないことから、定期昇給月以外の時期に昇

給しても標準報酬月額の改定は行わない。当時も同じ取扱いであったと思

う。」と回答しているところ、前述の被保険者名簿によると、申立人を含め



  

昭和 38年６月までの期間に船員保険被保険者の資格を取得した 13人の標準

報酬月額は同年７月に改定されているが、うち 12人（昭和 37年４月時点で、

申立事業所とは別の事業所に勤務していた申立人を除く。）の前回の改定時

期は 37 年４月であったことが確認できることなどから判断すると、申立事

業所では、年に１度のみ標準報酬月額の改定手続を行っていることがうかが

える。 

また、適用事業所名簿によれば、Ａ社は、昭和 39 年６月１日に船員保険

の適用事業所に該当しなくなっており、同日は、前述の被保険者名簿から

確認できる 38 年７月の標準報酬月額の改定から１年を経過していないこと

が確認できる。 

  さらに、申立人の職務は、前述の船員手帳には「機関長」、前述の被保

険者名簿には「機員」と記載されており、上記被保険者名簿において、申立

人の申立期間②における標準報酬月額は２万円であることが確認できるとこ

ろ、昭和 36 年８月１日から 39 年２月 28 日までの期間に船員保険被保険者

の資格を取得している「機員」８人の資格取得時の標準報酬月額は、9,000

円から１万 8,000円であり、「機員」の中で、申立人が主張する標準報酬月

額である４万円を超える者は見当たらないほか、上記船員手帳に記載されて

いる船長は上記被保険者名簿には「甲板員」と記載され、38 年７月時点の

標準報酬月額は２万 2,000円であり、船長である｢甲板員｣においても標準報

酬月額が４万円を超えていないことが確認できる。 

加えて、上記被保険者名簿及びオンライン記録によれば、申立期間②に

おける申立人の標準報酬月額がさかのぼって引き下げられているなどの不

自然な点は確認できない。 

また、Ｂ社は、「申立人に係る関連資料等は保管しておらず、申立内容

を確認できない。」と回答しており、申立人の主張を確認できる関連資料

を得ることができない。 

 さらに、申立人が、申立期間②において、その主張する標準報酬月額に基

づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間②について、船員保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

 


